
マンション管理・再生セミナー2024

～マンションを長く大切に使う社会の実現に向けて～

東京都の支援制度について

令和６年１０月１２日

東京都住宅政策本部民間住宅部

マンション課長 山口 大助
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東京都内のマンションを取り巻く状況

 建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が進行

 建替えは容易には実現できず、長寿命化の取組が重要

マンションにおける「二つの老い」の進行

【着工から40年以上のマンション戸数の推移】
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マンションにおける「二つの老い」の進行

【高経年マンションにおける修繕不足/東京都】 【築40年以上で大規模修繕が２回以下

のマンションストック戸数/東京都】

(資料）平成30年度マンション総合調査/ 東京都分抽出 （資料）平成30年度マンション総合調査/東京都分抽出
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鉄筋の露出･腐食

漏水や雨漏り
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洗面台や台所､流しの

排水の詰まり

浴室やﾄｲﾚの排水の

詰まり

給排水管の老朽化に

よる漏水

築40年以上

築40年未満 うち大規模修繕回数
1回：12.0%
2回：15.1%

大規模修

繕

2回以下

27%大規模修

繕

３回以上

73%

東京都内のマンションを取り巻く状況

 高経年マンションでは定期的な修繕ができていないマンションも多い

 外壁、給排水管等の劣化が進行
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マンションの長寿命化のポイント

建物の構造

外壁、防水
※耐震化は必須

ライフライン

給排水、電気設備

管理の適正化

環境

省エネ、再エネ

バリアフリー

エレベーター、
スロープ

防災

非常用電源、
止水板

防犯

オートロック

新たなニーズ

宅配ボックス

①
もともとの性能を
回復・維持させる

②
今後、必要となる
性能へと機能向上
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マンション管理状況届出制度

● 管理状況届出制度（令和２年４月～）の運用状況

【必須事項】
・管理組合の有無
・管理者等の有無
・管理規約の有無
・総会の開催状況
・管理費等の有無
・修繕積立金の有無
・修繕の計画的な実施

都内分譲マンション
約60,000棟

【任意事項】
・長期修繕計画
・耐震化の状況
・防災への取組
・環境への取組

等

要届出 11,343棟

区市町村

• 届出受理
• 督促業務
• 助言・指導等

東京都

管理状況の届出
届出済 10,665棟
届出率 約94％

（2025年度末目標80%達成
2030年度末目標100%)

• 届出システム
構築・維持管理等

管理不全の
兆候がある
マンション※
約18％

※「管理不全を予防するための必須事項」
のいずれかが「無」のマンション

助言・支援等

✔ 管理組合等から管理状況等について５年ごとに届出を義務化

✔ 昭和58年の区分所有法改正以前に建築されたマンションのうち、６戸以上が対象

年月
令和２年
４月開始

令和２年
９月末

令和３年
３月末

令和4年
３月末

令和４年
９月末

令和５年
３月末

令和６年
３月末

届出率 ― 38.8% 67.8% 83.2％ 86.1% 91.1％ 94.0%

■届出率の
推移

✔ 管理不全の兆候の有無を判断する上で必須の事項（７項目）のうち、いずれかが「ない」と回答したマンション
（以下「管理不全の兆候のあるマンション」）は1,862棟で届出済マンション10,665棟の約17.5%
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マンション管理状況届出制度の運用状況（管理に関する項目）

【管理組合】

【総会開催（年１回以上）】

【管理者等】 【管理規約】

【管理費】

・管理に関する項目では、総会開催（年１回以上）で「ない」と回答したマンションが約7.5%と多い

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和６年３月末時点）/東京都

（ｎ＝10,665）

94.9
%

5.1%

96.5
%

3.5%

95.1
%

4.9%

92.5
%

7.5%

98.5
%

1.5%

●総合相談窓口

●アドバイザー派遣

【支援策】
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マンション管理状況届出制度の運用状況（修繕に関する項目）

【修繕積立金】 【修繕の計画的な実施】

・「修繕の計画的な実施」は、届出必須事項７項目のうち「ない」と回答した割合が、11.1 %と最も高い

・計画期間が30年以上の長期修繕計画は約６割で未作成

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和６年３月末時点）/東京都

（ｎ＝10,665）

94.6
%

5.4%

88.9%

11.1%

ある・いる

ない・いない

31.7%

24.9%
7.9%

27.8%

7.6%

計画あり：30年以上

計画あり：30年未満

計画あり：期間の記載なし

計画なし

未回答

計画期間30年以上

の長期修繕計画を

約６割が未作成

国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」では、長期修繕計画の
期間を 2回の大規模修繕工事を含む30年以上 とすることを推奨

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和６年３月末時点）/東京都

【長期修繕計画の有無・期間ｎ＝10,665 】

●総合相談窓口

●アドバイザー派遣

●借入に対する利子補給

【支援策】
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管理適正化に向けた支援策

 マンション管理や建替え等についての相談に対応（電話、対面またはWEB相談、無料）

【分譲マンション総合相談窓口】
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管理適正化に向けた支援策

 マンション管理についての講座や相談を行うアドバイザーを無料で派遣

【マンション管理アドバイザー制度A・Bコース】
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管理適正化に向けた支援策

 マンション管理についての支援を行うアドバイザーを派遣。（長期修繕計画の作成、総会立会など）

【マンション管理アドバイザー制度 Cコース】
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修繕の資金に関する支援策（利子補給）

■要件
（公財）マンション管理センターの債務保証を得て
いること

■対象工事
・マンションの共用部分を改良・修繕する工事
・耐震性を向上させる工事
柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために
行う工事に要する費用

・専門家による診断費用など
共用部の改良工事前の劣化状況の診断、調査設計
の実施、耐震性の診断、長期修繕計画の作成等の
費用

・昇降機及び機械式駐車場の安全対策工事 など

 マンションの共用部分を修繕する場合に、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を

利用する管理組合に対し、金利が１％（１％未満の場合は、当該金利）低利になるよう、最長２０年間利子補給
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マンション管理状況届出制度の運用状況（耐震化）

・「東京都耐震改修促進計画」（令和５年３月）によると、新耐震基準で建築されたものを含めると、全体
で94.4%のマンションが耐震性を満たしていると見込まれている。

・ 管理状況届出制度によって把握された旧耐震基準のマンション（昭和56（1981）年５月31日以前に建築確認）は、
５割以上が耐震診断未実施、また、耐震性「なし」と回答したマンションのうち約７割が耐震改修未実施

【新築年月日が昭和56（1981）年5月31日以前
のマンションの耐震診断の実施状況n=7,821】

【耐震診断「実施済」と回答したマンション
における耐震性の有無n=2,433】

【耐震性「なし」と回答したマンション
の耐震改修の実施状況n=1,253】

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和６年３月末時点）/東京都

実施済

31.1%

未実施

57.4%

未回答

11.5%

耐震性あり

36.7%

耐震性なし

51.5%

未回答

11.8%

実施済

26.1%

未実施

70.3%

未回答

3.6%

●アドバイザー、耐震診断、
耐震補強等の支援

（区市町村間接補助）

●耐震診断後、補強未実施の

マンションへの専門家派遣

●ピロティ階を有する

マンションへの支援

【支援策】
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耐震化に向けた支援策

(1) 耐火建築物または準耐火建築物の分譲マンション
(2) 地上３階建て以上
(3) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること

１．対象建築物

２．事業の内容

補助対象 補助対象経費

耐震アドバイザー派遣事業
マンションの耐震アドバイザー（専門家）の派遣費用

（耐震化の検討、耐震診断・改修設計・工事等の各段階における専門家からのアドバイス）

耐震診断助成事業
マンションの耐震診断費用

（現地調査、設計図書検討、構造躯体診断、建築設備診断、耐震性能評価、耐震診断報告作成等）

耐震改修助成事業
マンションの耐震改修費用

（耐震改修計画作成、耐震改修設計、耐震改修工事）

建替え助成事業 マンションの耐震改修費用相当分

除却助成事業 マンションの耐震改修費用相当分

区 市
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 20 10
耐震診断 23 12

耐震改修 23 9

【参考】区市補助実施状況（ R6.10 現在）

 昭和56年以前の旧耐震基準で建設されたマンションの耐震化の支援は、原則、区市が行います。

 都は、下記事業に対して区市を支援しています。詳細は、各区市にご確認ください。

13



耐震化に向けた支援策

 耐震診断実施後、耐震改修実施に至らないマンションへ支援を行うアドバイザーを派遣（無料）

（改修計画案作成、長期修繕計画の作成支援、説明会への同席など）
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耐震化に向けた支援策

費用や合意形成等の課題により、すぐには耐震化に取り組めないマンションのうち、
大規模な地震に対して倒壊等の危険性が高いピロティを有するマンションに対し、
ピロティ階の改修等を支援します。（令和5年度開始）

〇令和６年度の変更点
・補助対象に延べ面積1,000㎡未満のマンションも追加
・耐震診断を実施したマンションに、診断結果を踏まえた補助事業対象の判断、
補強方法等についてアドバイスをする専門家を無料で派遣

〇令和６年度の事業募集

募集期間：令和６年４月16日～令和７年１月15日

申請受付：公益財団法人 東京都防災･建築まちづくりセンター

補助概要
対象者：旧耐震基準の分譲マンションの管理組合
対象建物：ピロティ階等（原則、地上１、２階のIs値※が0.3未満）を有するマンション
対象経費：ピロティ階等の補強設計や補強工事に要する費用
補助率：２分の１（上限2,625千円）

※Is値とは構造耐震指標のことで、耐震診断の判断の基準となる指標。
Is値が0.3未満は「地震時の倒壊･崩壊の危険性が高い」と判断される。

熊本地震でのピロティ被害

日本建築学会「阪神･淡路大震災と今後のRC構
造設計」より算出

ピロティ建物

1/25
兵庫県南部地震での旧耐震基準建物の倒壊

1/6

一般建物

構造耐震指標と建物倒壊率の関係

0.0

0.5

1.0

0.0 0.3 0.6
Is値

倒壊率

倒壊率が急激に上昇

 大規模な地震の際に倒壊の危険性が高いピロティを有するマンションに対し、改修等を支援
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マンション管理状況届出制度の運用状況（防災に関する事項）

・防災への取組については、いずれの項目も半数以上のマンションが「ない」と回答している。

【防災への取組ｎ＝10,665 】

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和6年３末時点）/東京都

25.5%

23.6%

29.9%

14.8%

28.8%

61.6%

63.2%

57.7%

71.7%

58.4%

13.0%

13.3%

12.5%

13.6%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自主防災組織

防災マニュアル

防災用品備蓄

避難行動
要支援者名簿

防災訓練
定期実施

有

無

未回答

●東京とどまるマンションへの支援

●防災に関するマンションへの専門家派遣

【支援策】
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東京とどまるマンションとは

東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度：
災害時でも生活を継続しやすいマンションを登録・公表する制度

（登録要件）
●耐震性

〇昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの（新耐震基準）
〇旧耐震基準の建築物で、耐震診断又は耐震改修により、耐震基準への適合が確認されたもの

●ハード対策
停電時でも、水の供給及び１基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える電力供給可能な
非常用電源設備が設置されていること。

●ソフト対策
＜必須事項＞ 防災マニュアルを策定していること。
＜選択事項＞ 年１回以上の防災訓練の実施、３日分程度の飲料水・食料の備蓄、応急用資器材の確保、

災害時の連絡体制の整備 のうちいずれかに取り組んでいること。

※耐震性を有していれば、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能

●東京とどまるマンション 登録申請窓口
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課（施策調整担当） ☎03-5320-7532

●東京とどまるマンション 補助金の申請窓口
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課（居住性能向上担当） ☎03-5320-5007

とどまるマンション促進課長
“トドまるくん”
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東京とどまるマンションへの支援策（防災備蓄資器材の補助）

補助率 上限額

通常 ３分の２ ６６万円

地域連携※ 10分の10 100万円

※主な要件 〇町会等との合同防災訓練を行うこと
〇以下により、町会等と共同で防災活動に取り組んでいること
・都の支援制度（「町会・マンション みんなで防災訓練」など）や
区市町村の町会等への活動助成金
・区市町村による防災マンション認定制度や防災協定等

・補助対象 防災備蓄資器材（発電機、簡易トイレ、防災キャビネット、給水タンクなど）
（飲料水・食料は対象外）

「東京とどまるマンション」に登録したマンションの分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者を対象に、
防災備蓄資器材の購入費用を補助。
また、マンションと町会等が合同防災訓練を実施する場合に補助を拡充。

新規

●補助申請受付期間 通 常：令和６年５月27日から令和７年１月15日まで
地域連携：令和６年５月27日から令和６年12月13日まで
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東京とどまるマンションへの支援策（防災備蓄資器材の補助）

●補助対象事業 防災備蓄資器材の購入に係る経費（飲料水・食料は対象外）
（例）発電機、簡易トイレ、防災キャビネット、給水タンク、など

分類 防災備蓄資器材

初期消火に使用す
る資器材

スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ

救出・救護に使用
する資器材

階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、救助用
品（ジャッキ・ロープ）、ＡＥＤ、毛布、ヘルメット、懐中電灯、
仮設テント

情報連絡に使用す
る資器材

トランシーバー、メガホン、ラジオ

生活継続に使用す
る資器材

簡易トイレ、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き
出し器、発電機、蓄電池、投光器、カセットボンベ（発電機用）、
太陽光パネル（蓄電池用）、養生シート、安否確認マグネット
※設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電池、太陽光パネルは除く。
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東京とどまるマンションへの支援策（非常用電源、止水板等の補助、給排水管専門家派遣）

●補助申請受付期間 令和６年５月27日から令和７年１月15日まで

補助率 上限額

非常用発電設備 ２分の１ 1500万円

蓄電池 ４分の３ 1316万円かつ18.8万円/kWh

補助率 上限額

浸水対策費用 ２分の１ 75万円

②浸水から電源を守る止水板等の設置を補助

①エレベーターや給水ポンプを動かす非常用電源の設置を補助

③給排水管を調査する専門家を派遣
築３０年以上のマンションを対象に、古くなった給排水管を調査

改修方法・大地震後の点検方法などをアドバイス

新規

新規

新規

20



管理組合への防災力向上等に関する専門家派遣

●アドバイス例
・防災力向上 自主防災組織の設置に関する手続き

防災力向上に必要な名簿や管理規約整備方法 など
・認知症対策 居住者の認知症に対する理解の促進

地域包括支援センターとの連携方法 など

新規

●受付期間 ： 令和６年８月５日から
（防災、認知症対策あわせて１００件に達した場合、受付を締め切ります）

 防災力向上や認知症対策に取組む管理組合に専門講習を受けたマンション管理士を派遣

●申込受付 ： 東京都マンション管理士会

申込ページはこちら
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マンション管理状況届出制度の運用状況（バリアフリー化、環境に関する事項）

・環境への取組については、共用部分のLED化は過半で対応しているが、
開口部の遮熱性向上、電気自動車充電設備はほとんどの管理組合が「ない」と回答している。

【バリアフリー化・環境への取組又は実施状況ｎ＝10,665 】

（資料）管理状況届出制度 集計データ（令和6年３末時点）/東京都
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●アドバイザー派遣

●省エネ診断、省エネ設計等へ

の支援

●太陽光発電設備の費用対効果

検討への支援

●窓、ドア、太陽光発電設備等

の購入支援

【支援策】
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省エネ・再エネアドバイザー派遣

 省エネ化に向けて、アドバイザーを無料で派遣

マンションポー
タルはこちら
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マンションでの太陽光発電等導入の試算例

・太陽光で作った電力を無駄なく自家消費することがお勧めです
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東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業

対 象 者
・分譲マンションの管理組合
・賃貸マンションの所有者

補助率等 100％（上限37万円）

補助対象

マンションへの省エネ改修・再エネ導入について、
環境局の補助等を活用した初期費用や、
節約できる電気代等の効果を検討した計画の作成を
専門家等に委託する経費

補助要件

・都内のマンションであること
・5年以内に一定の修繕工事等を実施予定であること
・太陽光発電、蓄電池システム導入を検討すること

等

・マンションの省エネ・再エネの初期費用と効果（光熱費等のランニングコスト低減）
の検討に対する補助
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■お問合せ先・申請先
東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第２本庁舎13階中央
メール:S1090501(at)section.metro.tokyo.jp 
※送信の際は、(at)を＠に変換してください
電話 :03-5320-5459

※詳細は東京都住宅政策本部HPを御覧ください。

「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」で検索☛
https: //www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html

省エネ診断、省エネ設計補助

 省エネ診断、省エネ設計の費用を補助

●省エネ診断（対象経費：省エネ診断に係る費用、BELS取得費用等）
●省エネ設計（対象経費：省エネ改修のために必要な調査、設計等に係る費用、

本補助金に係る省エネ改修の工事監理に係る費用等）

※マンションの共有部のみの省エネ診断・省エネ設計については補助対象外です。

補助対象事業

補助率・上限額

交付申請期間

令和６年５月22日（水）から令和７年１月17日（金）まで

マンション大規模修繕計画時の活用が可能！

マンション大規模修繕計画時の省エネ診断・省エネ設計にも活用できます。

26

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html


既存マンション省エネ改修への補助等

 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
 窓、ドア等の省エネ改修を促進。国の事業との併用も可
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ご清聴ありがとうございました。

各種支援策も活用しながら、マンションを長く大切に
使っていきますようお願いいたします。

※このほか各種ガイドブック等の情報はマンションポータルをご覧ください

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
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